
広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています

宗派を問わず各種様式に対応します。
式場葬・自宅葬・他家族葬から社葬・団体葬まで承ります。

湯浅町湯浅３１８９
TEL 0737（65）3456
FAX 0737（62）4544

湯浅町湯浅1559-16
JR湯浅駅隣
TEL 0737（64）1666

各各
心をこめてお手伝いさせて頂きます

セレモ湯浅 セレモ斎苑
葬祭式場

〒643-0004　JR湯浅駅前
TEL 0737（63）2929
FAX 0737（63）2950

日本料理

各種御宴会・御法要料理も承ります！

平
成
30
・
31
年
度

町
内
建
設
工
事
・
修
繕
及
び
営
繕
関

係
業
者
登
録
申
請
の
受
付
に
つ
い
て

建
設
課　

管
理
係
（
18
番
窓
口
）

☎
６
４
・
１
１
２
４　

Ｆ
Ａ
Ｘ
６
３
・
４
１
５
０

左
記
の
と
お
り
受
付
を
実
施
し
ま
す

の
で
、希
望
さ
れ
る
業
者
は
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
受
付
期
間
：
２
月
１
日（
木
）〜
28
日（
水
）

　
　
　
　
　
（
土・日・
祝
日
を
除
く
）

◆
受
付
時
間
：
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

　
　
　
　
　
（
12
時
〜
13
時
を
除
く
）

◆
受
付
場
所
：
役
場
２
階 

建
設
課

◆
提
出
書
類

湯
浅
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。
ま
た
は
、建
設
課
に
て

配
布
し
ま
す
。

◆
有
効
期
限

平
成
30
年
４
月
１
日
〜
平
成
32
年
３

月
31
日（
２
年
間
）

詳
し
く
は
建
設
課
管
理
係
ま
で

平
成
30
・
31
年
度

競
争
入
札
及
び
物
品
調
達
業
務

の
業
者
登
録
の
受
付
に
つ
い
て

総
務
課　

管
財
係
（
16
番
窓
口
）

☎
６
４
・
１
１
０
８

左
記
の
と
お
り
受
付
を
実
施
し
ま
す

の
で
、希
望
さ
れ
る
業
者
は
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
受
付
期
間
：
２
月
１
日（
木
）〜
28
日（
水
））

　
　
　
　
　
（
土・日・
祝
日
を
除
く
）

◆
受
付
時
間
：
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

（
12
時
〜
13
時
を
除
く
）

◆
受
付
場
所
：
役
場
２
階 

総
務
課

◆
提
出
書
類

湯
浅
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。
ま
た
は
、総
務
課
に
て

配
布
し
ま
す
。

◆
有
効
期
限

競
争
入
札　

平
成
30
年
４
月
１
日
〜

平
成
32
年
３
月
31
日（
２
年
間
）

物
品
調
達　

平
成
30
年
４
月
１
日
〜

平
成
31
年
３
月
31
日（
１
年
間
）

詳
し
く
は
総
務
課
管
財
係
ま
で

湯
浅
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン（
案
）

及
び
湯
浅
町
立
地
適
正
化
計
画
（
案
）
に

関
す
る
住
民
意
見
募
集
の
実
施
に
つ
い
て

湯
浅
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン（
案
）

及
び
湯
浅
町
立
地
適
正
化
計
画（
案
）に
つ

い
て
、住
民
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

案
に
つい
て
意
見
の
あ
る
方
は
、縦
覧
期
間

中
、意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
意
見
の
募
集
期
間

１
月
９
日（
火
）〜
24
日（
水
）

◆
縦
覧
場
所
・
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ

◎
湯
浅
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン（
案
）

建
設
課 

☎
６
４・１
１
２
４

◎
湯
浅
町
立
地
適
正
化
計
画（
案
）

ま
ち
づ
く
り
企
画
課　

☎
６
４・１
１
１
２

詳
し
く
は
湯
浅
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

潮
光
園　

臨
時
職
員
（
介
護
補
助
員
）
募
集

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム　

潮
光
園　

☎
６
３
・
３
３
８
１

◆
職
務
内
容　

臨
時
介
護
補
助
員 

２
名

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
潮
光
園
利
用

者
の
介
護
を
行
う
。

◆
雇
用
期
間　

平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で

　
　
　
　
　
　

雇
用
期
間
の
更
新「
有
」

◆
申
し
込
み
受
付　

随
時
受
付　

９
時
〜
17
時
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
除
く
）

◆
試
験
場
所　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

　
　
　
　
　
　

潮
光
園
内
会
議
室

◆
試
験
内
容　

面
接
試
験

◆
申
し
込
み
方
法　

郵
送
、
持
参

◆
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先 

　

湯
浅
町
湯
浅
２
６
０
０
番
地
３

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム　

潮
光
園

　

☎
６
３
・
３
３
８
１

◆
勤
務
地　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

潮
光
園

◆
待
遇 

○
給
与　

介
護
福
祉
士
資
格
「
有
」

　
　

日
額
７
，
８
０
０
円

　
　
　
　

介
護
福
祉
士
資
格
「
無
」

　
　

日
額
７
，
０
０
０
円

○
そ
の
他
手
当
等

　

・
超
過
勤
務
手
当

　

・
通
勤
手
当
（
自
宅
か
ら
２
㎞
以
上
）

○
社
会
保
険
等

　

・
社
会
保
険
及
び
雇
用
保
険
「
有
」

◆
応
募
資
格　

年
齢
：
不
問

　

詳
し
く
は
、

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム　

潮
光
園
ま
で

お し ら せ
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森
林
の
立
木
伐
採
に
か
か
る
許
可

申
請
・
届
出
制
度
等
に
つ
い
て

産
業
観
光
課
（
17
番
窓
口
）　

☎
６
４
・
１
１
２
８

地
域
森
林
計
画
区
域
内
で
森
林
の
立

木
を
伐
採
、ま
た
は
開
発
す
る
場
合
、森
林

法
に
基
づ
く
伐
採
の
許
可
申
請
や
届
出
の

提
出
が
必
要
で
す
。ま
た
、平
成
29
年
４
月

以
降
、伐
採
の
届
出
を
行
っ
た
方
は
、事
後

に
市
町
村
長
へ
の
報
告
が
必
要
と
な
り
ま

し
た
。畑
の
う
ら
の
雑
木
林
を
伐
採
す
る

場
合
や
、森
林
を
伐
採
し
て
太
陽
光
パ
ネ
ル

を
設
置
す
る
場
合
な
ど
も
該
当
し
ま
す
。

無
届
、無
許
可
に
よ
る
伐
採
を
し
た
場

合
、罰
金
に
処
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出

◆
届
出
者
：
森
林
所
有
者
ま
た
は
伐
採

の
権
限
を
有
す
る
者

※
伐
採
、造
林
を
行
う
者
が
異
な
る
場

合
は
連
名
で
提
出

◆
届
出
時
期
：
伐
採
開
始
の
90
日
前
か

ら
30
日
前
ま
で

◆
届
出
先
：
伐
採
箇
所
の
あ
る
市
町
村
役
場

伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
に
係
る
森
林

の
状
況
報
告

◆
報
告
者
：
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林

の
届
出
書
の
提
出
者
で
伐
採
後
の
造

林
を
し
た
者（
主
に
森
林
所
有
者
）

◆
報
告
時
期
：
造
林
を
完
了
し
た
日
か

ら
30
日
以
内

◆
報
告
先
：
伐
採
箇
所
の
あ
る
市
町
村
役
場

◎
場
所
や
内
容
に
よ
り
必
要
な
手
続
き
が
異

な
り
ま
す
。詳
し
く
産
業
観
光
課
ま
で
。

広
川
の
河
口
清
掃
を
行
い
ま
す
！

湯
浅
町
シ
ロ
ウ
オ
ま
つ
り
実
行
委
員
会

☎
６
４
・
１
１
２
８

こ
の
時
期
に
遡
上
す
る
シ
ロ
ウ
オ
が
産

卵
し
や
す
い
環
境
を
つ
く
る
た
め
に
行
い

ま
す
。

◆
日
時
：
平
成
30
年
１
月
28
日（
日
）

　
　
　
　

午
前
10
時
か
ら

◆
受
付
場
所
：
島
の
内
区　

弁
財
天
堀

湯
浅
税
務
署
か
ら
の
お
し
ら
せ

湯
浅
税
務
署　

☎
６
３
・
５
３
５
１

確
定
申
告
期
限
の
お
知
ら
せ

◆
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告
・
納
期
限

　

３
月
15
日（
木
）

◆
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
の
申
告
・
納
期
限　

４
月
２
日（
月
）

◆
贈
与
税
の
申
告
・
納
期
限

３
月
15
日（
木
）

振
替
納
税
の
ご
案
内

納
税
に
は
、「
振
替
納
税
」が
便
利
で
確
実
で
す
。

◆
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
振
替
日

４
月
20
日（
金
）

◆
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
の
振
替
日　

４
月
25
日（
水
）

み
ん
な
で
守
ろ
う
文
化
財
！

１
月
26
日
は
文
化
財
防
火
デ
ー
で
す

湯
浅
広
川
消
防
組
合　

☎
６
４
・
０
１
１
９

昭
和
24
年
１
月
26
日
に
、現
存
す
る
世

界
最
古
の
木
造
建
造
物
で
あ
る
法
隆
寺
の

金
堂
が
炎
上
し
、壁
画
が
焼
損
し
た
こ
と

を
契
機
と
し
て
文
化
財
保
護
法
が
制
定

さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
、文
化
財
保
護
思

想
の
いっ
そ
う
の
強
化
徹
底
を
図
る
た
め
の

普
及
活
動
事
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

１
月
26
日
が
法
隆
寺
金
堂
の
焼
損
し

た
日
で
あ
る
こ
と
や
、１
月
・２
月
が
一
年
の

う
ち
で
最
も
火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
期

で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、昭
和
30
年
に
こ
の

日
を「
文
化
財
防
火
デ
ー
」と
定
め
、文
化

庁
と
消
防
庁
と
が
連
携
・
協
力
し
て
、全

国
的
に
文
化
財
防
火
運
動
を
展
開
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

湯
浅
広
川
消
防
組
合
で
は
、毎
年
１
月

か
ら
２
月
に
重
要
文
化
財
を
保
有
し
て
い

る
お
寺
、神
社
に
対
し
て
立
入
検
査
及
び

訓
練
を
実
施
し
て
い
ま
す
。町
内
に
は
貴

重
な
文
化
財
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。町

民
の
財
産
で
あ
る
文
化
財
を
火
災
・
地
震

な
ど
の
災
害
か
ら
み
ん
な
で
守
り
、後
世

に
受
け
継
い
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

町
職
員
人
事
異
動【
平
成
29
年
12
月
１
日
付
け
】

▼
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
推
進
室
主
査

石
倉　

裕
子（
税
務
課
主
査
）

※（　

）内
は
旧
職
名

広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています

お し ら せ

11 平成30年１月


